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施設園芸を核とした農業クラスターへの⽀援
攻めの農業の展開

●園芸連の⼀元集出荷体制を活かし
た販路の開拓・拡⼤

基幹流通をより⾻太に！

●こだわりの農産物と飲⾷店等とをマッ
チング

⼩規模流通をよりきめ細かに！
こだわり⻘果市

●卸売会社と連携した業務需要の拡
⼤
●「⾼知家の野菜・くだもの応援の店」
による都市部でのＰＲ
●園芸連特産営業部の強化

中規模流通をより柔軟に！

農地中間管理機構

基幹流通

流通・販売の強化

農業⽣産⼒の維持・拡⼤に向けた担い⼿の確保・育成

担い⼿育成センター

中⼭間地域での「守り」と「攻め」の農業の展開
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⼩規模の家族経営体が
施設園芸 を⽀えている

園芸の販売農家のうち販売額
１千万円未満が7割を占める。

中⼭間地域 が、 農業産出額の４割 を占める。

●就農コンシェルジュの配置（２名）
●産地提案型担い⼿確保対策の実施

積極的に⼈材を確保

●担い⼿育成センターと研修受⼊農家等の受
⼊体制を強化

確保した⼈材を育成

●農地・ハウス・住居等のスムーズな確保を⽀
援

就農環境を整備

農業農村をめぐる情勢

資材⾼騰等による所得の低下

71.8% 67.3%

28.2% 32.7%
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施設園芸農家の販売額規模

1,000万以上

1,000万円未満

1､000万以上
農業の中核と
なる経営体

1,000万未満
家族経営体

⼀⽅、急峻で狭⼩な農地が多く、規模拡⼤は困難

出典：2010年世界農林業センサス
販売農家のうち、施設野菜、花き、花⽊が主のものを集計
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出典：2010年世界農林業センサス

出典：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」、「耕地及び作付⾯積統計」（全国：2010年農林⽔産省推計値、⾼知：2005年値）

ＴＰＰ大筋合意

・国家貿易制度、枠外税率は維持。
・⽶国、豪州から、SBSで計7.84万t輸⼊。

米

など・・・

●農林⽔産物2328品⽬のうち、約81％の関税が撤廃
●重要5品⽬では、586品⽬のうち174品⽬
（約3割）の関税が撤廃

環境制御技術

⼤規模施設園芸団地

⾼軒⾼を中⼼とする
⼤規模次世代ハウス

低コスト耐候性等の
中規模次世代ハウス

既存型ハウスへの
環境制御技術導⼊

収量倍増

⾼軒⾼ハウス

収量
3〜5割増

収量
1〜3割増

環境制御技術普及推進員によるサポート
学び教えあう場

提⾔5 農業クラスターの形成に対する総合⽀援制度の創設
提⾔6 ⼤規模農地の確保・整備への⽀援

クラインガルテン

高軒高ハウス
1.5ha+1.4ha+1.4ha

集出荷施設
エネルギー
供給施設

育苗施設

提⾔12 中⼭間地域等直接⽀払制度の拡充
提⾔13 多⾯的機能⽀払制度の⼗分な予算措置
提⾔14  農業農村整備の加速化

提⾔7 効率的な集出荷体制の構築への⽀援
提⾔8 輸出促進にかかる⽀援の強化

提⾔９ 担い⼿への農地集積を加速化させるための農地中間管理事業の拡充
提⾔10 拡⼤再⽣産に向けた園芸産地の担い⼿施策の充実
提⾔11 規模拡⼤に向けた制度資⾦利⽤への⽀援

○担い⼿確保への⽀援

○流通対策・輸出対策にかかる⽀援の強化

○守りの農業への⽀援

提⾔15 複合経営拠点の推進
提⾔16 畜産クラスター関連事業の充実・強化

○攻めの農業への⽀援

○新技術・省⼒化への⽀援

提⾔1 ICT技術導⼊モデルによる競争⼒のある産業への発展⽀援
提⾔2 野菜の新技術に係る機器導⼊への⽀援
提⾔3 野菜の収穫・出荷調整に係る省⼒化技術導⼊への⽀援

厳しい経営、⾼齢化による担い⼿の減少

★ＴＰＰによって、中山間地域が壊滅的なダメージを
受け、平坦地でも、離農が進む恐れがある!!

○中山間地域で主要な品目である米と畜産が打撃を受ければ、人口減少に
拍車がかかり、地域の維持すらできなくなる恐れがある。

○平坦地の水田農業は、経営が成り立たなくなる恐れがある。
○県内農業を支える家族経営体の生産意欲が低下し、産地の規模縮小によ
る供給力の低下につながることが懸念される。

○⼤規模化・クラスター化（加⼯等）への⽀援

提⾔4 家族経営を中⼼とした⼩規模な経営体の規模
拡⼤への⽀援

○家族経営体の規模拡⼤への⽀援
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中山間地域の農業産出額

出典：「農林水産省「生産農業所得統計」（全国：2010年農林水産省推計値、その他：2005年推計値）

中山間地域での「守り」と「攻め」の農業の展開 （ＴＰＰ対応）

中
⼭
間
地
域
の
農
業
を
⽀
え
、
﹁
攻
め
﹂
へ
の
展
開

中⼭間農業複合経営拠点のイメージ

◆中⼭間地域の農業を⽀える複合経営拠点により、中⼭間地域の農業の競争⼒が⾼められる。
・複合経営のエリアは、旧市町村単位を想定。
・スケールメリットを活かした運営となり、経営の効率化・安定化が図られる。

【提⾔１５】中⼭間地域の農業を⽀える複合経営拠点の推進

例えば、
①「農⼭村活性化プロジェクト⽀援交付⾦」の⼗分な予算の確保
②「⼩さな拠点」の連携事業として、「農村集落活性化⽀援事業」を位置づけ、

事業執⾏⾯で配慮

◆拠点を運営する⾼いスキルを持った⼈材確保への⽀援

「攻め」への⽀援

◆相乗効果のある複合経営拠点のハード整備への⽀援

【提⾔１６】畜産クラスター関連事業の充実・強化

【提⾔１２】中⼭間地域等直接⽀払制度の拡充

【提⾔１３】多⾯的機能⽀払制度の⼗分な予算措置

【提⾔１４】農業農村整備の加速化

◆地域別の交付単価の設定
◆「超急傾斜区分」の設定
◆「集落連携・機能維持加算」の要件緩和

◆農業の競争⼒を加速化するための基盤整備予算の確保
◆農村地域の国⼟強靱化を加速化するための特別予算枠の創設

「守り」への⽀援

◆農業集落でみれば、中⼭間農業地域は全国で約５割。
中国・四国地域では約７割を占める。

中⼭間農業の現状
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中山間農業地域 都市・平地農業地域

農業集落の立地条件

出典：「農林水産省「2010年世界農林業センサス」

◆全国では、中⼭間地域が農業産出額等の約４割。
⾼知県では、約８割を占める。

◆販売農家のうち70％が経営耕地⾯積１ヘクタール未満。
急峻で狭⼩な農地も多く、規模拡⼤は困難。

中⼭間農業の衰退が加速し、壊滅的なダメージを受け、農業のみ
ならず農村社会の維持そのものが困難となる恐れがある！

複合経営拠点の概要

さらにＴＰＰによって

◆中⼭間地域の⽔⽥⾯積のうち、急傾斜地等は約８割
を占める。

◆⾷料供給の重要な中⼭間地域は、
急傾斜地などが多く、規模拡⼤
による⽣産性の向上は困難！

・耕作放棄地が多発
・多⾯的機能の喪失
・⾷料⾃給率の低下

このままだと

79％

41％
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括合 価格の高
・ト 等の 価格が
高水準で推移したこと等が要因
・ ストが増大

畜産をめぐる情勢

費高 等による所得の低下

41,671 38,745 39,759

62,578 66,436
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（円） 【【【【配合飼料価格の推移配合飼料価格の推移配合飼料価格の推移配合飼料価格の推移】】】】

養豚団地養豚団地養豚団地養豚団地

攻めの畜産の展開

子牛価格の上昇
・繁殖雌牛の減少により、肥育
もと牛となる子牛の 拒が要因
・肥育農家の負担が増大
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（万円/頭） 【【【【土佐土佐土佐土佐ああああかうし子牛価格の推移かうし子牛価格の推移かうし子牛価格の推移かうし子牛価格の推移】】】】

雇用人数ＵＰ！

規模拡大のための
施設整備

生産性向上のための

機械導入等

提言1(1) 規模拡大や生産性向上への支援強化
①畜産団地などの施設整備に当たって、必要な土地の造成に
ついても補助対象化
特に が れている において 、 産 の拗
入や、それに伴う施設整備など、生産性向上対策について支
援

提言1(4) 補助 の 上げ
◆地域の特色を活かした産地形成に有効な畜産クラスター
関連事業の補助 の 上げ 1/2を2/3へ）を う
とともに、事業の実施を少なくとも10 上

意欲ある生産者に対して
十分な支援が必要！

畜産クラスター関連事業の充実・強化

厳しい経営、高齢化による担い手の減少
費高 等による所得の低下
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養豚団地養豚団地養豚団地養豚団地

中山間地域の基幹産業である
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意欲ある生産者の り みにより に の し

小規模な産地ほど
ダメージが大きい

出荷頭羽数ＵＰ！

食肉加工食肉加工食肉加工食肉加工

畜産クラスターが生み出す
地域内での好循環！

ブランド力ブランド力ブランド力ブランド力
強化強化強化強化

販売額
ＵＰ！

所得向上所得向上所得向上所得向上

担い手・雇用担い手・雇用担い手・雇用担い手・雇用
の確保の確保の確保の確保

地域内にHACCP対応の
食肉センターや

食 施設が必要！

県産畜産物の
消費拡大対策が必要！

畜産会

畜産農家

行政
全農・JAJAJAJA

飼料会社

畜産センター大学

耕種農家

守りの畜産の展開

中山間地域の基幹産業である
畜産業が消滅する恐れ！

ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ大筋合意大筋合意大筋合意大筋合意

など・・・

・関税撤廃を回避し、16 間で 38.5%→9%に引き下げ
・関税削減期間中はセーフガードを確保

牛肉牛肉牛肉牛肉

安価な輸入畜産物が
国内

国内での産地間
競争が激化

・ 関税 を
・10 間で 価税を 4.3%→0%、 税を 482円/kg
→50円/kgに引き下げ

・関税削減期間中はセーフガードを確保

豚肉豚肉豚肉豚肉

付加価値
ＵＰ！ 提言1(2) 畜産物のブランド化への支援強化

◆HACCP対応の設備を持つ小規模な産地食肉
センターや食 施設の補助対象化

提言1(3) ・ の強化
◆こ りを持って生産している意欲ある生産者が、
業者など関 者と連 して う県産畜産物の消費拡大
や の り みについて支援する の 設

提言2(1) 畜産経営安定対策における補填の10 化や国の 合の
増加

①肉 牛肥育経営安定特 対策事業 ン事業）における補填
合を10 に ）引き上げ

経営安定対策事業における補填 合を10 ）に引き上
げるとともに、国の 合を ン事業と に国 ：生産者１

国１：生産者１）に引き上げ

提言2(2) 農経営安定対策の 設
◆ 向け生 価格が下 した 合の経営安定対策事業の 設

提言2(3) 括合 価格の低減化
◆ の安価な に備 を増やすなど、価格の低減化

提言3 融資におけるセーフティネットの構築
◆資 りの 化した農業者に対する
◆農 業セーフティネット資 の 負担の 減

畜産セーフティネットの充実・強化
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ＴＰＰ大筋合意を踏まえた林業対策の必要性

農業を行う経営体のうち
林業を行っている経営体の割合

（※２０１０農林業センサスより）

林業の役割は重要であり、

農林業一体となった体質強化が必要

中山間地域
県全面積の９３％、県人口の４１％

≪林業≫

特用林産林業

≪農業≫

複合経営 複合経営

お茶 米

畜産

野菜

みかん

ＴＰＰにより農産品全般に影響

全国

高知県

農産品に影響 所得の低下 林業への影響も懸念

○全国の農業を行う経営体のうち、４８％が農業と林業をあわせて行っている （高知県は６７％）
（中山間地域では全国で７２％、高知県で７９％）

○今回の大筋合意に伴い、特に農業への影響が懸念されるなか、林業の役割は重要であり、林業の体質強化策が
必要である

72%

48%

28% 

52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中山間地域

全国全域

79%

67%

21% 

33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中山間地域

高知県全域

農業と林業を伴わせて行う経営体

農業のみを行う経営体

（農業を行う経営体数 1,697,336）

（農業を行う経営体数 19,721）

（817,018） （880,318）

（527,280） （203,652）

（13,241） （6,480）

（11,251） （3,037）
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高知県における原木生産量の推移

万m3

年

●合板（マレーシア等）
●ＳＰＦ製材品（カナダ）

主な林産物の合意内容

高知県産業振興計画の着実な実行により、
増大しつつある原木生産活動に水を差す恐
れがある

提言内容
①ＣＬＴパネルなどの高次加工や製材加工の低コスト化に向けた木材加工施

設整備に対する支援策の強化（「攻め」の林業への支援）
②原木の低コスト安定供給を実現するため、間伐や路網整備に対する支援

策の強化（「守り」の林業への支援）
③木材製品の輸出対策の強化（「攻め」の林業への支援）

◆⽊質バイオマス発電所
（H27稼働、県内2ヶ所）

◆ラミナ⼯場の整備（H27）
◆ＣＬＴの推進
（県内プロジェクトにおける施設整備）
⇒ＣLT関連産業のスタート

◆ペレット等に
よる熱利⽤

◆地産地消

県内

◆⼤型製材⼯場
（H25稼働）
◆既存製材⼯場

海外

地産外商の成果を
拡⼤再⽣産へ！

⾼知⽊材センター

⾼知⽊材セン
ターを核に共同
出荷

県外

C材（低質材）
Ｄ材（端材等）
バイオマス利⽤

B材（中質材）
ラミナ⽤材

A材（良質材）
建築⽤材

定期輸送
◆パートナー企
業等との連携強
化

◆韓国をターゲット
にした輸出促進

地域の強みを活かした持続可能な林業への展開（ＴＰＰへの対応）
高知県における林業分野での取組の考え方

構築した川上から川下までの仕組みを生かして、

“森の資源”を余すことなく活用

・上記品目は、協約発効の初年度に関税率
を５０％削減した後、１６年目に関税撤廃

・ただし、輸入急増時にはセーフガード措置

※ＳＰＦ製材品とは、カナダ中西部産の主にマツ科のスプルース、
パイン、ファーの３種が混在した木材の製材品

◆木材自給率の向上に努めている中で、製品
価格に直結している原木価格が下落すれ
ば、森林所有者など原木生産に対する意
欲が低下し、原木生産に打撃を受ける

懸念される影響

国際競争に打ち勝つためには、

更なる林業・木材産業の体質強化が急務
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課 題

◎ ＴＰＰ協定の発効に伴い国内市場の競争激化が懸念される中、産地における輸出ビジネス
への参入を加速するため、民間企業等が行うＨＡＣＣＰに対応した水産加工施設の新たな整
備への支援強化を提言します。

現 状

政策提言

輸出相手国の求める衛生管理基準が高度化

民間企業等が取り組むＨＡＣＣＰに対応した水産加工施設整備への支援国産水産物の輸出の必要性が増大

■TPP協定の発効に伴う国内市場の競争激化

■世界的な和食への関心の高まり

■将来的な国内市場の縮小 輸出に活路を見出す
必要性が増大

■ＥＵ、北米等はＨＡＣＣＰを義務付け

■他の国々でもＨＡＣＣＰ導入が進む

水産加工施設の
ＨＡＣＣＰ対応が不可欠

本県水産加工業の衛生管理の高度化は入り口段階

■国際基準のＨＡＣＣＰに対応した
水産加工施設の整備が課題

■県産養殖魚の産地加工が前進 産地における
ＨＡＣＣＰに対応した
水産加工施設が必要

・産地加工を推進し、地域雇用を創出
・輸出を推進し、生産・加工の規模を拡大
・生産、加工、流通に至る産業クラスターの形成を進め、拡大
再生産の好循環を生み出し、県経済を浮揚

施設整備

●６次産業化ネットワーク
活動整備交付金

補助率 ３／１０以内

補助対象者 農林漁業者、
連携する中小企業者等

補助金上限額 １億円
補助金額は、次の①～③の
一番低い額の範囲内
①事業費×３／１０
②融資額
③事業費－（融資額＋
地方公共団体等の助成額）

施設改修

● HACCP対応のための
施設改修等支援事業

補助率 １／２以内

補助対象者 水産加工業者等

補助金上限額 ２億円
（下限額５百万円）

補助対象経費

ＨＡＣＣＰ基準を満たす施設
への改修整備に要する経費又
は新設に要する掛かり増し経
費

高知県の目指す姿

●補助率、上限額が低く
事業者負担が大きい

●新設する施設そのもの
は対象外

現
行
制
度

課
題
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